
証券コード 1967

2020 年 ５ 月 28 日

株 主 各 位
群 馬 県 前 橋 市 古 市 町 １１８ 番 地

株 式 会 社 ヤ マ ト
代表取締役社長執行役員 町 田 豊

第75回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第75回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請さ
れる事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本年株主総会につ
きましては、適切な感染防止策を講じた上で、開催させていただくことといたしました。
　株主の皆様におかれましては、株主様の健康と安全を最優先と考え、極力事前の書面による議
決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申しあげます。
　なお、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2020年６月15日（月曜日）午後５時30分までに到着する
ようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2020年６月16日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
2. 場 所 群馬県前橋市古市町118番地

　 当社 本社２階 会議室
3. 目的事項

報告事項 1. 第75期（2019年３月21日から2020年３月20日まで）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第75期（2019年３月21日から2020年３月20日まで）計算書類報告の件
決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 監査役２名選任の件
以 上

［ご案内］事業説明会について
例年株主総会終了後に行っております事業説明会につきましては、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止させていただきますが、株主様のご希望により、後日機会を設けさせて
いただきたいと考えております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 本年は株主総会後のお土産の配布は接触感染リスク削減のため中止とさせていただきます。
◎ ご出席の株主の皆様には株主総会会場内にてマスク着用、手指消毒等をお願いいたします。

なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合または株主総会参考書類
および添付書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト(https://www.yamato-se.co.jp）
においてお知らせいたします。

◎ 当日ご出席される場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。
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(添付書類)

事 業 報 告

（2019年３月21日から
2020年３月20日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善が進み、雇用・所得環境が緩やか

な回復基調で推移する一方、米中の貿易摩擦、日韓関係の悪化、英国のEU離脱問題など海外

経済の不確実性が継続している中、新型コロナウイルスによるパンデミックを受けて東京五

輪・パラリンピックの延期、緊急事態宣言の発令など、景気の先行きは極めて不透明な状況

が続いております。

建設業界におきましては、民間設備投資は高水準の企業収益を背景に緩やかに増加し、公

共投資は関連予算の執行により底堅く推移することが見込まれるものの、新型コロナウイル

スの感染拡大を防止するために工事を一時的に中断する動きが広がっております。加えて、

技能労働者不足による生産能力の低下、労務費のコストアップ問題等が長期化してきてお

り、当社グループを取り巻く経営環境の先行きは不透明で楽観できない状況にあります。

このような経営環境のもと、市場に寄り添った業態変革、独自の技術による商品開発、デ

ジタル技術を活用した生産システムの合理化を図ってまいりました。この結果、当連結会計

年度の受注工事高は前連結会計年度比3.4％減の498億１千５百万円、完成工事高は前連結会

計年度比11.2％増の514億６千４百万円、翌連結会計年度への繰越工事高は前連結会計年度

末比5.2％減の302億６千２百万円となりました。

利益面では、営業利益は前連結会計年度比18.8％増の36億３千９百万円、経常利益は前連

結会計年度比17.5％増の38億４千６百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計

年度比1.8％増の23億９千８百万円となりました。

　工事別概況は次のとおりであります。

〔建築・土木〕

　当連結会計年度の受注工事高は、前連結会計年度比7.5％減の19億２千１百万円、完成工

事高は、前連結会計年度比11.1％増の23億１千５百万円となりました。

〔空調・衛生〕

　当連結会計年度の受注工事高は、前連結会計年度比11.2％減の321億２千９百万円、完成

工事高は、前連結会計年度比15.3％増の356億４千８百万円となりました。
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〔電気・通信〕

　当連結会計年度の受注工事高は、前連結会計年度比5.3％減の66億７百万円、完成工事高

は、前連結会計年度比14.7％増の70億４千５百万円となりました。

〔水処理プラント〕

　当連結会計年度の受注工事高は、前連結会計年度比63.4％増の67億２千２百万円、完成工

事高は、前連結会計年度比7.6％減の40億４千８百万円となりました。

〔冷凍・冷蔵〕

　当連結会計年度の受注工事高は、前連結会計年度比10.4％増の24億３千４百万円、完成工

事高は、前連結会計年度比12.5％減の24億６百万円となりました。

　なお、工事別の受注工事高、完成工事高および繰越工事高は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

区 分（工 事 別)
前 期 繰 越
工 事 高

当 期 受 注
工 事 高

当 期 完 成
工 事 高

次 期 繰 越
工 事 高

建 築 ・ 土 木 1,140 1,921 2,315 746

空 調 ・ 衛 生 24,459 32,129 35,648 20,940

電 気 ・ 通 信 4,012 6,607 7,045 3,574

水 処 理 プ ラ ン ト 2,118 6,722 4,048 4,791

冷 凍 ・ 冷 蔵 180 2,434 2,406 208

計 31,911 49,815 51,464 30,262

　(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は３億８千６百万円であり、その主なものは、

(仮称)本社第三別館建設に係る支出であります。

　(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度中の資金調達につきましては、特記すべき事項はありません。
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　(4) 対処すべき課題

新型コロナウイルスによるパンデミックを受けて国内景気の停滞感が急速に強まっており

ます。いまだ新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、人やモノの移動制限に伴い不要

不急の消費が控えられ、経済活動の停滞により雇用や投資に大きな影響が出始めておりま

す。

新型コロナウイルスの感染拡大の収束時期が全く見通せないため、当社グループにおいて

も予断を許さない状況が続くものと予想されます。

このような経営環境の中、当社グループは、建設市場のビジネスモデルを変革し、企業価

値の向上を目指していく所存であります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申しあげま

す。

　(5) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

　(6) 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　(7) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

　(8) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　 2019年５月24日付けで、株式会社テンダーの株式を取得し、完全子会社にいたしました。
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単位：百万円

第73期第72期

受注工事高

第74期

単位：百万円

第73期第72期

経常利益

第74期

単位：百万円

第73期第72期

完成工事高

親会社株主に帰属する当期純利益/１株当たり当期純利益 総資産 純資産

第74期

単位：百万円(親会社株主に帰属する当期純利益)
単位：円(1株当たり当期純利益)

第73期第72期 第74期

単位：百万円

第73期第72期 第74期

単位：百万円

第73期第72期 第74期

44,987

2,548

3,64646,065

25,967
39,191

98.15

51,543

2,355

3,273
46,272

27,21038,191

90.04

34,696

44,807

1,858

3,229
42,426

22,731

73.69

第75期
（当期）

第75期
（当期）

第75期
（当期）

第75期
（当期）

第75期
（当期）

第75期
（当期）

49,815

2,398

3,846
51,464

27,972

92.26

39,889

　(9) 財産および損益の状況
(単位：百万円)

期 別
区 分

第 72 期
(2017 年 ３ 月 期 )

第 73 期
(2018 年 ３ 月 期 )

第 74 期
(2019 年 ３ 月 期 )

第75期
(2020 年 ３ 月 期 )
(当連結会計年度)

受 注 工 事 高 44,807 44,987 51,543 49,815

完 成 工 事 高 42,426 46,065 46,272 51,464

経 常 利 益 3,229 3,646 3,273 3,846

親会社株主に帰属する当期純利益 1,858 2,548 2,355 2,398

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 73
円
69

銭
98

円
15

銭
90

円
04

銭
92

円
26

銭

総 資 産 34,696 39,191 38,191 39,889

純 資 産 22,731 25,967 27,210 27,972

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を、当期の期首か

ら適用しており、前期の総資産の金額については、遡及適用後の数値を記載しております。
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　(10) 主要な事業内容

　当社グループは、建設業法により特定建設業者、一般建設業者として国土交通大臣許可

を受け、建築・土木、空調・衛生、電気・通信、水処理プラント、冷凍・冷蔵に関する工

事の設計・監理および施工ならびに、これらに関連する事業を行っております。また、大

和メンテナンス株式会社および株式会社埼玉ヤマトは、当社が施工しております上記各種

工事に関わる修理工事、維持管理業務の一部を施工しております。株式会社ヤマト・イズ

ミテクノスは、当社から独立した営業による電気設備工事の設計・監理および施工と当社

が施工しております上記各種工事に関わる電気設備工事の一部を施工しております。また、

大和ビジネスサービス株式会社は、当社の事務処理業務を受託しております。箱島湧水発

電ＰＦＩ株式会社は、水力発電装置の維持管理業務と水力発電による電力の売却業務を事

業としております。株式会社大塚製作所は、鉄骨の設計・加工・建築施工をしております。

株式会社テンダーは、内装工事を施工しております。株式会社サイエイヤマトは、当社か

ら独立した営業による空調衛生設備工事の設計、施工、保守、点検と当社が施工しており

ます上記各種工事に関わる保守、点検の一部を施工しております。株式会社ロードステー

ション前橋上武は、前橋市新設道の駅の企画、設計および建設、運営業務を事業としてお

ります。
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　(11) 主要な営業所および工場

名 称 所 在 地

本 社 群 馬 県 前 橋 市

東 京 支 店 東 京 都 台 東 区

埼 玉 支 店 埼 玉 県 さ い た ま 市 岩 槻 区

栃 木 支 店 栃 木 県 宇 都 宮 市

横 浜 支 店 神 奈 川 県 横 浜 市 西 区

千 葉 支 店 千 葉 県 千 葉 市 中 央 区

高 崎 支 店 群 馬 県 高 崎 市

東 北 支 店 宮 城 県 大 崎 市

朝 倉 工 場 群 馬 県 前 橋 市

大 和 メ ン テ ナ ン ス 株 式 会 社 群 馬 県 前 橋 市

株 式 会 社 埼 玉 ヤ マ ト 埼 玉 県 さ い た ま 市 岩 槻 区

株式会社ヤマト・イズミテクノス 埼 玉 県 ふ じ み 野 市

大 和 ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 株 式 会 社 群 馬 県 前 橋 市

箱 島 湧 水 発 電 Ｐ Ｆ Ｉ 株 式 会 社 群 馬 県 前 橋 市

株 式 会 社 大 塚 製 作 所 群 馬 県 前 橋 市

株 式 会 社 テ ン ダ ー 群 馬 県 前 橋 市

株 式 会 社 サ イ エ イ ヤ マ ト 埼 玉 県 さ い た ま 市 岩 槻 区

株式会社ロードステーション前橋上武 群 馬 県 前 橋 市

（注）株式会社テンダーは、2019年５月24日付けで完全子会社化しました。

　(12) 従業員の状況

従業員数 (前連結会計年度末比増減) 平均年齢 平均勤続年数

905名 （ 15名 増 ) 42.8
歳

14.6
年

（注）平均年齢および平均勤続年数は、いずれも小数点第２位以下を切り捨てて表示してあります。
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　(13) 重要な子会社の状況
(単位：百万円)

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

大 和 メ ン テ ナ ン ス 株 式 会 社 30 100
％ 当社施工工事等に関わる修理

工事・維持管理業務

株 式 会 社 埼 玉 ヤ マ ト 30 100
当社施工工事等に関わる修理
工事・維持管理業務

株式会社ヤマト・イズミテクノス 30 100
電気設備工事の設計、監理、
施工

大 和 ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 株 式 会 社 10 100
当社事務処理に関わる業務の
受託

箱 島 湧 水 発 電 Ｐ Ｆ Ｉ 株 式 会 社 20 100
水力発電装置の維持管理業務
と水力発電による電力の売却
事業

株 式 会 社 大 塚 製 作 所 20 100 鉄骨の設計・加工・建築施工

株 式 会 社 テ ン ダ ー 25 100 内装工事業

株 式 会 社 サ イ エ イ ヤ マ ト 20 100
空調衛生設備工事の設計、施
工、保守、点検

株式会社ロードステーション前橋上武 100 60
前橋市新設道の駅の企画、設
計及び建設、運営業務

（注）１．当社の連結子会社は、上記重要な子会社の状況に記載の９社であります。
　 ２．株式会社テンダーは、2019年５月24日付けで完全子会社化しました。

　(14) 主要な借入先

　 ①当社グループの借入先の状況

借入先 借入金残高

株式会社群馬銀行 １億８千１百万円

株式会社民間資金等活用事業推進機構 １億８千１百万円

　

　 ②当社の借入先の状況

　 該当事項はありません。

　(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 60,000,000株

(2) 発行済株式の総数 25,814,941株（自己株式 1,112,711株を除く)

(3) 株主数 4,459名

　(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ヤ マ ト 社 員 持 株 会 1,520
千株

5.88
％

株 式 会 社 群 馬 銀 行 1,251 4.84

株 式 会 社 東 和 銀 行 1,219 4.72

高 砂 熱 学 工 業 株 式 会 社 1,010 3.91

株 式 会 社 三 晃 空 調 1,000 3.87

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 983 3.80

株 式 会 社 北 越 銀 行 874 3.38

み ど り 共 栄 会 797 3.08

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 751 2.90

Ｋ Ｂ Ｌ Ｅ Ｐ Ｂ Ｓ． Ａ． １０７７０４ 662 2.56

（注）1.持株比率は、自己株式（1,112,711株）を控除して計算しております。
　 2.持株比率のパーセントは、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

　(5) その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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3. 会社役員に関する事項
　(1) 取締役および監査役の氏名等
　

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 新 井 孝 雄

生 産 シ ス テ ム 開 発 担 当
株 式 会 社 埼 玉 ヤ マ ト
取 締 役 会 長
箱 島 湧 水 発 電 Ｐ Ｆ Ｉ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長
大 和 ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長
株 式 会 社 大 塚 製 作 所
代 表 取 締 役 社 長

代表取締役社長執行役員 町 田 豊

業 務 執 行 最 高 責 任 者
株 式 会 社 埼 玉 ヤ マ ト
代 表 取 締 役 社 長
株 式 会 社 サ イ エ イ ヤ マ ト
代 表 取 締 役 社 長
株 式 会 社 テ ン ダ ー
代 表 取 締 役 社 長
株式会社ロードステーション前橋上武
代 表 取 締 役 社 長

取締役専務執行役員 吉 井 誠 事 業 本 部 長、 兼 新 規 事 業 開 発 部 長

取締役常務執行役員 片 沼 聡 冷 熱 部 長

取締役常務執行役員 北 村 誠 横浜支店長、兼東京支店・千葉支店担当

取 締 役 執 行 役 員 齋 藤 利 明 温 浴 事 業 部 長

取 締 役 執 行 役 員 藤 井 政 宏 管 理 本 部 長

取 締 役 執 行 役 員 鳥 居 博 恭 企 画 推 進 部 長

取 締 役 石 田 哲 博 株 式 会 社 エ フ エ ム 群 馬 取 締 役 会 長

取 締 役 河 本 榮 一 河 本 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長

常 勤 監 査 役 横 堀 元 久

監 査 役 髙 井 研 一
一般財団法人群馬経済研究所理事長
株式会社コシダカホールディングス社外取締役

監 査 役 石 田 修 株式会社横浜スタジアム常勤監査役
　

(注) １．取締役 石田 哲博氏および取締役 河本 榮一氏は社外取締役であります。
２．監査役 髙井 研一氏および監査役 石田 修氏は社外監査役であります。
３．当事業年度における取締役の異動は次のとおりです。
・2019年６月18日開催の第74回定時株主総会において藤井 政宏氏、鳥居 博恭氏および河本 榮一氏が
新たに取締役に選任され、就任いたしました。

・取締役 岡部 幸夫氏、取締役 藤原 昌幸氏、取締役 長谷川 真人氏、取締役 辻　信彦氏、取締
役 荒木 徹氏は、2019年６月18日に任期満了により退任いたしました。

４．監査役 髙井 研一氏は、金融機関における長年の経験があり、また調査研究機関での事業経営全般に
務められていることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

５．監査役 石田 修氏は、金融機関における長年の経験があり、株式会社横浜銀行の常勤監査役を務めら
れていたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

６．社外取締役 石田 哲博氏、社外取締役 河本 榮一氏および社外監査役 石田 修氏を株式会社東京
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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　(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 報酬等の額

取 締 役 　15名 160
(百万円)

(うち社外取締役３名６百万円)

監 査 役 ３名 13
(百万円)

(うち社外監査役２名５百万円)

（注) １.上記取締役の支給人数には、2019年６月18日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって退任した取締
役５名（うち社外取締役１名）が含まれております。

　 ２.上記報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額24百万円（取締役15名に対し24百万
円）が含まれております。

　 ３.上記報酬等の額のほか、2019年６月18日開催の第74回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退
任取締役５名に対して59百万円（うち社外取締役１名１百万円）支給しております。

　 ４.上記のほか、使用人兼務役員の使用人給与相当額（賞与を含む。）は92百万円であります。

　(3) 社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役石田哲博氏の兼職先である株式会社エフエム群馬と、当社の間には重要な取

引その他の関係はありません。

社外取締役河本榮一氏の兼職先である河本工業株式会社と、当社の間には重要な取引そ

の他の関係はありません。

社外監査役髙井研一氏の兼職先である一般財団法人群馬経済研究所ならびに株式会社コ

シダカホールディングスと、当社の間には重要な取引その他の関係はありません。

社外監査役石田 修氏の兼職先である株式会社横浜スタジアムと、当社の間には重要な

取引その他の関係はありません。
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　 ② 当事業年度における主な活動状況

氏 名 主 な 活 動 の 状 況

取 締 役 石 田 哲 博
当事業年度開催の取締役会14回のうち全てに出席し議
案の審議等につき、経験豊富な経営者の観点から必要
な発言を適宜行っております。

取 締 役 河 本 榮 一
社外取締役就任後開催の取締役会10回のうち全てに出
席し議案の審議等につき、経験豊富な経営者の観点か
ら必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 髙 井 研 一

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席し議
案の審議に必要な発言を適宜行い、また、当事業年度
開催の監査役会11回のうち全てに出席し、監査に関す
る重要な事項の協議、監査結果についての意見交換等
を行っております。

監 査 役 石 田 修

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席し議
案の審議に必要な発言を適宜行い、また、当事業年度
開催の監査役会11回のうち10回に出席し、監査に関す
る重要な事項の協議、監査結果についての意見交換等
を行っております。

（注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第26条第5項の規定に基づき、取締役会
決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。
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4. 会計監査人の状況

　(1) 会計監査人の名称

　 有限責任 あずさ監査法人

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
(単位：百万円)

支 払 額

① 当事業年度に係る報酬等の額 31

② 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭
　 その他の財産上の利益の合計額

31

（注) １.当社監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況を通じて、監査実績の分析・評価を
行い、当事業年度の監査計画が当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえたものとなっていることを確認
した上で、監査報酬の見積額につき、会社法第399条第1項の同意を得ております。

　 ２.当社と会計監査人との監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬
等の額を区分しておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記
載しております。

　(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の独立性や監査体制等に問題があると認められるなど、当社の監

査業務に重大な支障をきたすと判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関す

る議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。ま

た、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項に定める解任事由に該当すると判断

したときは、監査役全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。
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5. 会社の体制及び方針

　(1) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」につ

いて、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

　 ① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　1)当社は、法令、定款、社会規範遵守はもとよりコンプライアンス規範、ヤマト行動基

準に基づくコンプライアンスの組織体制、規程を整備する。

　2)取締役は、率先してコンプライアンスの充実強化に努め、取締役会の構成員として経

営に関する重要事項および業務執行状況を取締役会に報告する。

　3)取締役会をコンプライアンスの最高責任機関とし、取締役会より委任を受けたコンプ

ライアンス委員会は、コンプライアンス行動計画の内容、コンプライアンスに関する

重要事項を協議・検討する。

　4)総務部にコンプライアンス統括室を置き、コンプライアンスに関する事項を横断的に

管理統括する。

　5)内部監査室は、法令、定款および諸規程等への準拠性、管理の妥当性・有効性の検証

を目的として監査を実施する。

　6)役職員が法令違反行為等について直接、報告、相談、通報できるコンプライアンス・

ホットラインを設置する。

　7)役職員に対しコンプライアンスの啓発活動、研修を定期的に実施し、コンプライアン

ス遵守の周知徹底を図る。

　8)これらの活動は、コンプライアンス委員会を通じ、定期的に取締役会および監査役会

に報告される。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　1)法令および文書管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁

的媒体に適正に保存、記録、管理する。

　2)取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

　3)情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティの維持、向上、ならびに情報

資産のリスク防止対策を確立し、その施策を推進する。

　 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　1)取締役、部門長およびグループ会社取締役で構成する業務執行会議においてリスク管

理に関する情報を共有し、グループ全体でリスクの把握に努める。

　2)不測の事態に備え冷静かつ適正に対処、解決すべく危機管理規程を整備する。

　 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　1)取締役会は、経営方針その他業務執行に関する重要な事項を審議決定する。

　2)取締役会で付議すべき事項、報告事項を具体的に定める取締役会規則に基づいて、取

締役会の迅速かつ適切な意思決定を図る。
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　 ⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　1)経営理念、基本方針をグループ全体に適用し、当社グループすべての役職員に周知徹

底する。

　2)内部統制の基本方針に基づき子会社の遵守体制整備の指導および支援を行うととも

に、企業集団としてのコンプライアンス体制を構築する。

　3)子会社の事業運営に関する重要事項については、当社取締役会への付議事項、報告事

項を定め、加えて事前協議等が行われる体制を構築する。

　4)各子会社は、業績、財務状況については定期的に、その他重要事項はその都度報告す

る。

　5)内部監査室は、子会社の監査を実施し、子会社の適正な業務執行を監視する。

　 ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合その期間において、そ

の使用人を置くことができる。

　2)監査役を補助すべき使用人は、その他の業務を兼務しない。

　3)監査役を補助すべき使用人は、取締役の指揮命令を受けない。

　 ⑦ 当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役

への報告に関する体制

　1)取締役は、監査役から会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行に関す

る事項について報告を求められたときは、適切な報告を行う。

　2)役職員は、取締役の職務の遂行に関する不正行為を発見した場合、監査役に報告す

る。

　 ⑧ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制

　1)監査役への報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取

扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員全員に周知徹底する。

　 ⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　1)監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした

ときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認

められた場合を除き、当該費用または債務を処理する。

　 ⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　1)監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。

　2)監査役がその職務の執行につき調査を行う場合は、役職員、関係部署はこれに協力す

る。
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　3)監査役は、会計監査人およびグループ各社の監査役と緊密に連携を保ち、会計監査人

から監査結果について報告を受け、監査役相互間で、意見交換、協議を行う。

　4)監査役会の重要情報収集ならびに監査機能を確保するため、監査役は取締役会および

業務執行会議に出席する。

　(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況

　 当社は、上記業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めています。

　当事業年度における運用状況の主な概要は、次のとおりです。

　 ① 内部統制の基本方針（業務の適正を確保するための体制）の内容の周知

　 「内部統制の基本方針（業務の適正を確保するための体制）」の趣旨、内容等について

　 ヤマトイントラネットに掲載し、当社グループ全体への周知を図っております。

　 ② コンプライアンス

　 コンプライアンス意識の向上と不正行為の防止を図るため、コンプライアンス規範、ヤ

　 マト行動基準をヤマトイントラネットに掲載し、全役職員が常時閲覧可能な状態にして

　 います。また、四半期毎にコンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスの行動

　 計画の内容、コンプライアンスに関する重要事項を協議・検討し、コンプライアンス統

　 括室は、推進状況の確認および改善を促進しております。その結果に基づき内部監査室

　 は、第3四半期にコンプライアンス監査を行っております。

　 役職員に対し、コンプライアンス関連のコラムをヤマトイントラネットに掲載し、啓発

　 活動に努めております。なお、「コンプライアンス・ホットライン」について、コンプ

　 ライアンス統括室および経営陣から独立した常勤監査役に窓口を設置し、内部通報しや

　 すい環境を整備して運用しております。

　 ③ リスク管理体制

　 不測の事態に備え冷静かつ適正に対処、解決するため危機管理規程に基づいて、リスク

　 の把握を継続的に行っています。また、経営に与える影響が大きいと思われるリスクに

　 関しては、取締役、部門長およびグループ会社取締役で構成する業務執行会議でリスク

　 管理に関する情報を共有し、グループ全体でリスクの把握に努めています。

　 ④ グループ管理体制

　 毎月開催される業務執行会議でグループ会社の取締役から経営状況等の報告を受け、現

　 況を把握できる体制になっています。また、内部監査室が子会社の監査を定期的に実施

　 しています。

　 ⑤ 監査役の監査体制

　 当社の監査役は毎月、監査役会を開催し、情報交換を行い、取締役会、業務執行会議等

　 重要な会議に出席し、監査の実効性の向上を図っています。内部監査室が行った監査結

　 果について、また、コンプライアンス統括室は「コンプライアンス・ホットライン」の

　 通報・相談状況について、監査役に報告を行っています。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2020年３月20日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 25,394,043 流 動 負 債 11,182,060

現 金 預 金 3,934,844 工 事 未 払 金 6,609,377

受取手形・完成工事未収入金 17,617,832 1年内返済予定の長期借入金 17,906

有 価 証 券 252,606 未 払 法 人 税 等 848,613

未 成 工 事 支 出 金 等 2,704,131 未 払 消 費 税 等 37,048

そ の 他 884,968 未 払 役 員 報 酬 11,500

貸 倒 引 当 金 △340 未 払 費 用 845,307

未 成 工 事 受 入 金 1,651,083

賞 与 引 当 金 932,013

完 成 工 事 補 償 引 当 金 61,806

工 事 損 失 引 当 金 7,013

そ の 他 160,389

固 定 資 産 14,495,174 固 定 負 債 734,170

有 形 固 定 資 産 5,536,283 長 期 借 入 金 344,568

建 物 ・ 構 築 物 2,327,937 繰 延 税 金 負 債 146,747

機 械 ・ 運 搬 具 364,609 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 235,591

土 地 2,351,506 そ の 他 7,262

そ の 他 492,229

無 形 固 定 資 産 553,268 負 債 合 計 11,916,231

の れ ん 72,235 純 資 産 の 部

そ の 他 481,032 株 主 資 本 27,166,398

投 資 そ の 他 の 資 産 8,405,622 資 本 金 5,000,000

投 資 有 価 証 券 7,450,137 資 本 剰 余 金 4,730,586

退 職 給 付 に 係 る 資 産 298,681 利 益 剰 余 金 17,924,674

繰 延 税 金 資 産 388,603 自 己 株 式 △488,862

そ の 他 268,200 その他の包括利益累計額 768,045

その他有価証券評価差額金 458,536

退職給付に係る調整累計額 309,509

非 支 配 株 主 持 分 38,542

純 資 産 合 計 27,972,986

資 産 合 計 39,889,218 負債純資産合計 39,889,218

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。
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連 結 損 益 計 算 書

（2019年３月21日から
2020年３月20日まで）

(単位：千円)

完 成 工 事 高 51,464,353

完 成 工 事 原 価 45,803,882

完 成 工 事 総 利 益 5,660,470

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,021,318

営 業 利 益 3,639,152

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 228,379

受 取 賃 貸 料 30,591

電 力 販 売 収 益 4,959

そ の 他 24,896 288,826

営 業 外 費 用

支 払 利 息 17,004

投 資 有 価 証 券 償 還 損 13,389

賃 貸 費 用 25,706

電 力 販 売 費 用 2,346

そ の 他 23,097 81,543

経 常 利 益 3,846,434

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 37

投 資 有 価 証 券 売 却 益 54,077 54,115

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 583

投 資 有 価 証 券 売 却 損 47,958

投 資 有 価 証 券 評 価 損 199,213 247,755

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,652,795

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,254,232

法 人 税 等 調 整 額 545 1,254,777

当 期 純 利 益 2,398,017

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △364

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,398,381

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。
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連結株主資本等変動計算書

（2019年３月21日から
2020年３月20日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 5,000,000 4,730,586 15,892,603 △244,559 25,378,630

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 　 　 △366,310 　 △366,310

親会社株主に帰属する当期純利益 　 　 2,398,381 　 2,398,381

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 △244,303 △244,303

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

　 　 　 　 　

連結会計年度中の変動額合計 － － 2,032,071 △244,303 1,787,767

当 期 末 残 高 5,000,000 4,730,586 17,924,674 △488,862 27,166,398

(単位：千円)

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,269,183 523,533 1,792,717 38,907 27,210,255

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 　 　 　 △366,310

親会社株主に帰属する当期純利益 　 　 　 2,398,381

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 △244,303

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

△810,647 △214,024 △1,024,671 △364 △1,025,035

連結会計年度中の変動額合計 △810,647 △214,024 △1,024,671 △364 762,731

当 期 末 残 高 458,536 309,509 768,045 38,542 27,972,986

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。
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連 結 注 記 表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
　1. 連結の範囲に関する事項
　 連結子会社の数および主要な連結子会社の名称

連 結 子 会 社 の 数 …… 9社
連 結 子 会 社 の 名 称 …… 大和メンテナンス㈱、㈱埼玉ヤマト、㈱ヤマト・イズミテクノス、

大和ビジネスサービス㈱、箱島湧水発電ＰＦＩ㈱、㈱大塚製作所、
㈱サイエイヤマト、㈱ロードステーション前橋上武、㈱テンダー

　 当連結会計年度より、株式の取得により株式会社テンダーを連結の範囲に含めております。

　2. 持分法の適用に関する事項
　 該当事項はありません。

　3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。

　当連結会計年度において㈱テンダーは決算日を５月31日から３月20日に変更し、連結決算日と同一となって
おります。なお、当連結会計年度における会計期間は2019年６月１日から2020年３月20日までの９ヶ月と20日
となっております。

　4. 会計方針に関する事項
　 (1) 重要な資産の評価基準および評価方法
　 ① 有価証券の評価基準および評価方法

そ の 他 有 価 証 券
時 価 の あ る も の …… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
時 価 の な い も の …… 移動平均法による原価法によっております。

　 ② たな卸資産の評価基準および評価方法
未 成 工 事 支 出 金 …… 個別法による原価法によっております。
材 料 貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）によっております。
　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産 …… 定率法によっております。
なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同
一の基準によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定
額法によっております。

② 無 形 固 定 資 産

・自社利用のソフトウェア …… 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

・施 設 利 用 権 …… 施設利用期間である20年を耐用年数とし、定額法によりその取得原価を各
事業年度に配分しております。

・の れ ん …… 2～3年間にわたる均等償却によっております。

　 (3) 重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。
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② 賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上す
る方法によっております。

③ 完成工事補償引当金 …… 完成工事引渡し後に発生する無償の補修費用に充てるため、当連結会計年
度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上する方法によっ
ております。

④ 工 事 損 失 引 当 金 …… 受注工事の損失発生に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち、重
要な損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積もることが可能な工
事について、損失見込額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金 …… 役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要
支給額を計上しております。

　 (4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　 ① 退職給付に係る会計処理の方法
　 ・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

　 ・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており
ます。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理しております。

　 ② 完成工事高および完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について
は工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用
しております。

　 ③ 消費税等の処理方法
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更に関する注記等)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に伴う、「会社法施行

規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成30年３月26日）を当連結会計年度から適用

し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更し

ております。
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(連結貸借対照表に関する注記)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,347,881千円
2. 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示してお

ります。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は
7,013千円であります。

(連結損益計算書に関する注記)
　1. 完成工事高のうち工事進行基準によったものは、34,268,992千円であります。
　2. 研究開発費の総額は、162,955千円であります。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類および総数 普通株式 26,927,652株

　2. 配当に関する事項

　 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2019 年６月 18日
定 時 株 主 総 会

普通株式 366,310 14 2019年３月20日 2019年６月19日

　 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　2020年６月16日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案してお
ります。

① 配当金の総額 387,224千円
② １株当たり配当額 15円
③ 基準日 2020年３月20日
④ 効力発生日 2020年６月17日

　 なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、未払事業税等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、その
他有価証券評価差額金、退職給付に係る資産であります。
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(金融商品に関する注記)
　 1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、必要に応じて銀行等金融機

関からの借入により資金調達しております。投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形・完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関
しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、毎月の
定例会議において工事別の債権回収状況についてその状況を役職員全員が把握しており、財務状況の悪化等
による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

有価証券・投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び、安全運用に係る短期のもの(コ
マーシャルペーパー等)で、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に把
握された時価が取締役会に報告されております。営業債務である工事未払金及び未払費用は、１年以内の支
払期日であります。借入金及び社債は、営業取引に係る運転資金の調達を目的としたものであります。営業
債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成
するなどの方法により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。

　 2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月20日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません。((注)２.
を参照ください。）

(単位：千円)

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金預金 3,934,844 3,934,844 －

(2) 受取手形・完成工事未収入金 17,617,832 17,617,832 －

(3) 有価証券・投資有価証券

その他有価証券 7,255,292 7,255,292 －

資産計 28,807,969 28,807,969 －

(1) 工事未払金 6,609,377 6,609,377 －

(2) 未払費用 845,307 845,307 －

(3) 長期借入金 362,475 421,944 59,468

負債計 7,817,161 7,876,629 59,468
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(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
　資 産
（1）現金預金、並びに（2）受取手形・完成工事未収入金

これらはすべて短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。

（3）有価証券・投資有価証券
これらの時価は、取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

　負 債
（1）工事未払金、並びに（2）未払費用

これらはすべて短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。

（3）長期借入金
　 時価については、元利金の合計額を、新規に借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に

より算定しています。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式等 447,451

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、（3）投資
有価証券には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金預金 3,934,844 － － －

受取手形・完成工事未収入金 17,617,832 － － －

有価証券・投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの 153,312 880,493 922,435 －

合計 21,705,989 880,493 922,435 －

4. 社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

（単位：千円）

区分 1年内
1年超 2年超 3年超 4年超

5年超
2年内 3年内 4年内 5年内

長期借入金 17,906 18,270 18,570 18,964 19,330 269,433

合計 17,906 18,270 18,570 18,964 19,330 269,433

(１株当たり情報に関する注記)
１株当たり純資産額 1,082円 10銭
１株当たり当期純利益 92円 26銭

(重要な後発事象に関する注記)
　 該当事項はありません。

(企業結合に関する注記)
　 取得による企業結合

当社は、2019年４月26日開催の取締役会において、株式会社テンダーの株式を取得して子会社化することを決議
し、2019年５月24日付で株式を取得したことにより子会社化しました。
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　(１)企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社テンダー
事業の内容 内装工事業

② 企業結合を行った主な理由
市場の期待に応えた建設生産システムの構築を行い、品質、納期、価格、メンテナンス、保証の透明性

を基本とした競争力を高めることを目指す手法として、建設物の内装工事の内製化を進めることを目的と
して株式を取得したものであります。

③ 企業結合日
2019年５月24日（みなし取得日 2019年6月20日）

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式の取得

⑤ 企業結合後の名称
結合後の企業の名称に変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率
100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
　 当社が現金を対価として株式を取得したことによります。

　(２)連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
　被取得企業のみなし取得日を2019年６月20日としており、また、当連結会計年度において被取得企業の決
算日（５月31日）を３月20日に変更しております。これに伴い、当連結会計年度においては、2019年６月1日
から2020年３月20日に係る業績が含まれております。

　(３)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
　 取得の対価(現金) 125,000千円
　 取得原価 125,000千円

　(４)主要な取得関連費用の内容及び金額
　アドバイザリー費用等 22,524千円

(５)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　 ①発生したのれんの金額
　 96,314千円
　 ②発生原因
　 主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
　 ③償却方法及び償却期間
　 ３年間にわたる均等償却

　(６)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳

　 流動資産 166,243千円

　 固定資産 135,112千円

資産合計 301,355千円

　 流動負債 99,220千円

　 固定負債 189,923千円

　 負債合計 289,143千円
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(７)企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ
す影響の概算額及びその算定方法
　当該影響額の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
　なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
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　連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2020年５月13日

　 株 式 会 社 ヤ マ ト

　 取 締 役 会 御中
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 福 島 力㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 清 水 俊 直㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヤマトの2019年３月21日か
ら2020年３月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、株式会社ヤマト及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以 上
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　連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、2019年３月21日から2020年３月20日までの第75期事業年度に係る

連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書およ

び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本

監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結計算書

類について取締役および使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂

行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲

げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上

の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

2. 監査の結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法および結果は相当であると

認めます。

　
　 2020年５月13日

株 式 会 社 ヤ マ ト 監査役会

常勤監査役 横 堀 元 久 ㊞

監 査 役 髙 井 研 一 ㊞

監 査 役 石 田 修 ㊞

(注) 監査役髙井 研一および監査役石田 修は、会社法第２条第16号および第335条
第３項に定める社外監査役であります。
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貸 借 対 照 表
(2020年３月20日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 21,639,234 流 動 負 債 9,794,737

現 金 預 金 1,780,331 工 事 未 払 金 5,933,398

受 取 手 形 790,595 未 払 費 用 735,163

完 成 工 事 未 収 入 金 15,596,376 未 払 法 人 税 等 679,025

有 価 証 券 253,356 未 成 工 事 受 入 金 1,470,029

材 料 貯 蔵 品 156,925 賞 与 引 当 金 762,422

未 成 工 事 支 出 金 2,061,957 完 成 工 事 補 償 引 当 金 57,800

未 収 入 金 669,639 工 事 損 失 引 当 金 7,013

未 収 消 費 税 等 8,844 そ の 他 149,884

そ の 他 321,206

固 定 資 産 13,355,194 固 定 負 債 368,695

有 形 固 定 資 産 5,054,516 退 職 給 付 引 当 金 142,220

建 物 ・ 構 築 物 2,131,538 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 219,212

機 械 ・ 運 搬 具 344,065 そ の 他 7,262

工 具 器 具 ・ 備 品 205,575

土 地 2,078,274

建 設 仮 勘 定 295,061 負 債 合 計 10,163,432

無 形 固 定 資 産 165,720 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 8,134,957 株 主 資 本 24,380,722

投 資 有 価 証 券 7,073,376 資 本 金 5,000,000

関 係 会 社 株 式 529,573 資 本 剰 余 金 4,730,586

長 期 前 払 費 用 8,293 資 本 準 備 金 4,499,820

繰 延 税 金 資 産 280,472 そ の 他 資 本 剰 余 金 230,765

団 体 生 命 保 険 金 34,640 利 益 剰 余 金 15,138,998

敷 金 及 び 保 証 金 53,853 　利 益 準 備 金 469,687

会 員 権 83,130 そ の 他 利 益 剰 余 金 14,669,310

そ の 他 71,617 　別 途 積 立 金 4,200,000

繰 越 利 益 剰 余 金 10,469,310

自 己 株 式 △488,862

評 価 ・ 換 算 差 額 等 450,274

その他有価証券評価差額金 450,274

純 資 産 合 計 24,830,996

資 産 合 計 34,994,428 負債純資産合計 34,994,428

　(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。

― 29 ―

2020年05月15日 13時55分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



損 益 計 算 書

（2019年３月21日から
2020年３月20日まで）

(単位：千円)

完 成 工 事 高 45,148,457

完 成 工 事 原 価 40,611,388

完 成 工 事 総 利 益 4,537,068

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,500,240

営 業 利 益 3,036,827

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 230,920

受 取 賃 貸 料 22,728

電 力 販 売 収 益 4,959

そ の 他 15,247 273,856

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8,969

投 資 有 価 証 券 償 還 損 13,389

賃 貸 費 用 14,565

電 力 販 売 費 用 2,346

そ の 他 19,591 58,861

経 常 利 益 3,251,823

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 54,077 54,077

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 583

投 資 有 価 証 券 売 却 損 47,958

投 資 有 価 証 券 評 価 損 199,213 247,755

税 引 前 当 期 純 利 益 3,058,145

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 996,114

法 人 税 等 調 整 額 23,476 1,019,590

当 期 純 利 益 2,038,554

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。

― 30 ―

2020年05月15日 13時55分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



株主資本等変動計算書

（2019年３月21日から
2020年３月20日まで）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 5,000,000 4,499,820 230,765 4,730,586 469,687 4,200,000 8,797,066 13,466,753

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △366,310 △366,310

当 期 純 利 益 2,038,554 2,038,554

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 1,672,244 1,672,244

当 期 末 残 高 5,000,000 4,499,820 230,765 4,730,586 469,687 4,200,000 10,469,310 15,138,998

(単位：千円)

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △244,559 22,952,781 1,233,497 1,233,497 24,186,278

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △366,310 △366,310

当 期 純 利 益 2,038,554 2,038,554

自 己 株 式 の 取 得 △244,303 △244,303 △244,303

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△783,223 △783,223 △783,223

事業年度中の変動額合計 △244,303 1,427,940 △783,223 △783,223 644,717

当 期 末 残 高 △488,862 24,380,722 450,274 450,274 24,830,996

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
　1. 資産の評価基準および評価方法
　 (1) 有価証券の評価基準および評価方法

子 会 社 株 式 …… 移動平均法による原価法によっております。
そ の 他 有 価 証 券
時 価 の あ る も の …… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
時 価 の な い も の …… 移動平均法による原価法によっております。

　 (2) たな卸資産の評価基準および評価方法
未 成 工 事 支 出 金 …… 個別法による原価法によっております。
材 料 貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）によっております。

　2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有 形 固 定 資 産 …… 定率法によっております。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同
一の基準によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く)並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額
法によっております。

(2) 無 形 固 定 資 産

・自社利用のソフトウェア …… 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

　3. 引当金の計上基準
(1) 貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上す
る方法によっております。

(3) 完 成 工 事 補 償 引 当 金 …… 完成工事引渡し後に発生する無償の補修費用に充てるため、当事業年度の
完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上する方法によってお
ります。

(4) 工 事 損 失 引 当 金 …… 受注工事の損失発生に備えるため、当事業年度末手持工事のうち、重要な
損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積もることが可能な工事に
ついて、損失見込額を計上しております。

(5) 退 職 給 付 引 当 金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務およ
び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認め
られる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を
それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

(6) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 …… 役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要
支給額を計上しております。
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　4. 収益および費用の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事
進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しており
ます。

　5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理の方法 …… 退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の会計

処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なって
おります。

(2) 消 費 税 等 の 処 理 方 法 …… 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　
　
(表示方法の変更に関する注記等)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に伴う、「会社法施行

規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成30年３月26日）を当事業年度から適用し、

繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお

ります。
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(貸借対照表に関する注記)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,998,619千円

　2. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
短 期 金 銭 債 権 210,060千円 短 期 金 銭 債 務185,838千円

3. 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示してお
ります。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は
7,013千円であります。

(損益計算書に関する注記)
　1. 完成工事高のうち工事進行基準によったものは、29,728,757千円であります。
　2. 関係会社との取引高

売 上 高 19,369千円
仕 入 高 2,574,993千円
営業取引以外の取引高 12,337千円

　3. 研究開発費の総額は、162,955千円であります。

(株主資本等変動計算書に関する注記)
　当事業年度末における自己株式の種類および株式数 普通株式 1,112,711株

　
(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、賞与引当金、未払事業税等であり、繰延税金負債の発生の
主な原因は、その他有価証券評価差額金等であります。

　
(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額 961円 88銭
１株当たり当期純利益 78円 42銭

(重要な後発事象に関する注記)
　 該当事項はありません。
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　会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2020年５月13日

　 株 式 会 社 ヤ マ ト

　 取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 福 島 力㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 清 水 俊 直㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヤマトの2019年３月
21日から2020年３月20日までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以 上
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　監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、2019年３月21日から2020年３月20日までの第75期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事
業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書について検
討いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

　 2020年５月13日

株 式 会 社 ヤ マ ト 監査役会
常勤監査役 横 堀 元 久 ㊞
監 査 役 髙 井 研 一 ㊞
監 査 役 石 田 修 ㊞

(注) 監査役髙井 研一および監査役石田 修は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める
社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　 期末配当に関する事項

第75期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしま

して以下のとおりといたしたいと存じます。

　 (1) 配当財産の種類

　 金銭といたします。

　 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　 当社普通株式１株につき15円といたしたいと存じます。

　 なお、この場合の配当総額は387,224,115円となります。

　 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　 2020年６月17日
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第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

　当社の今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につ

きまして、事業目的を追加するものであります。

　

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

第１条（条文省略） 第１条（現行通り）

（目 的） （目 的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。

１．建築付帯設備工事 １．建築付帯設備工事

２．水道、瓦斯設備工事 ２．水道、瓦斯設備工事

３．冷凍、冷蔵設備工事 ３．冷凍、冷蔵設備工事

４．機械設備工事 ４．機械設備工事

５．環境衛生施設工事 ５．環境衛生施設工事

６．土木建築工事 ６．土木建築工事

７．前各号に付帯する機器、材料の製造、

販売および一切の行為ならびに前各

号に関する工事の設計、監理、施工、

修理、維持管理業務

７．前各号に付帯する機器、材料の製造、

販売および一切の行為ならびに前各

号に関する工事の設計、監理、施工、

修理、維持管理業務

８．産業廃棄物収集運搬業務 ８．産業廃棄物収集運搬業務

９．労働者派遣事業 ９．労働者派遣事業

10．商業施設の運営管理業務 10．商業施設の運営管理業務

11．不動産の管理および開発（新設）

11．前各号に付帯関連する一切の事業 12．前各号に付帯関連する一切の事業

第３条～第45条（条文省略） 第３条～第45条（現行通り）

　 以 上
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第３号議案　監査役２名選任の件

　監査役横堀元久、髙井研一の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位または重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

１

よこぼり もとひさ

横 堀 元 久

(1949年９月４日生)

1972年３月 当社入社

21,000株

1998年３月 当社環境事業部工事部部長代理
2001年３月 当社環境事業部技術部部長
2004年３月 ヤマト．イー・アール株式会社取締役

就任
2007年６月 同社代表取締役社長就任
2012年６月 当社常勤監査役就任

現在に至る
〔監査役候補者とした理由〕当社の事業領域における豊富な経験や見識を活かし、監
査を担っていただけるものと判断し、経営全般に対する監督と有効な助言や発言を引
き続きしていただくために監査役候補者としております。

２

かない ゆうじ

金 井 祐 二

(1956年12月5日生)

1979年４月 株式会社群馬銀行入行

0株

2001年10月 同行総合企画部主任調査役
2004年２月 同行東京事務所副所長
2005年６月 同行新宿四谷支店長
2008年６月 同行システム部長
2011年６月 同行執行役員審査部長

2014年６月 同行取締役総合企画部長委嘱
2016年６月 同行常務取締役
2019年６月 同行顧問

ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長
現在に至る

〔社外監査役候補者とした理由〕金融機関における長年の豊富な経験および幅広い見識
があり、また会社経営での事業全般に務められていることから財務および会計に関する
相当程度の知見を当社の監査で発揮していただくため、社外監査役候補者としておりま
す。

(注)１．各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．金井祐二氏は、社外監査役候補者であります。

　 以 上
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